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１【提出理由】 

本投資法人の運用に関する基本方針に以下の変更がありましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第３号の

規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

（1）変更の内容についての概要 

平成25年３月26日付で提出した有価証券報告書（以下「直近有価証券報告書」といいます。）

の「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概況 (２)投資法人の目的

及び基本的性格」及び「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （１）

投資方針」の一部を以下のとおり変更します。なお、特に断らない限り、直近有価証券報告書で

定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。 

    の部分は変更箇所を示します。 

 

第一部 ファンド情報 
 第１ ファンドの状況 
  １ 投資法人の概況 

   (２)投資法人の目的及び基本的性格 

    a.投資法人の目的及び基本的性格 

     本投資法人は、「都市型商業不動産への投資」を基本コンセプトとし、主として優良な

オフィス（都市型業務施設。以下、本書において「事務所」ということがあります。）、

繁華性の高い立地に位置する商業施設及び複合施設（複数の用途を有する施設のうち、主

たる用途が優良なオフィス（都市型業務施設）である施設及び繁華性の高い立地に位置す

る主たる用途が商業施設である施設をいいます。以下同じです。）の建物及びその敷地か

ら構成される不動産等（後記「２ 投資方針 （２）投資対象 ａ. 投資対象とする資産の

種類 (イ)」に規定される特定資産をいいます。以下同じです。）並びにこれらの不動産等

を主たる投資対象とする資産対応証券等（以下「資産対応証券等」ということがあります。

以下同じです。）（後記「２ 投資方針 （２）投資対象 ａ. 投資対象とする資産の種

類 (ロ)」に規定される特定資産をいいます。）を投資対象とします。また、投資対象のリ

ターンとリスクを考慮した上で、東京だけではなく地方都市への分散投資をはかり、ポー

トフォリオ運用のメリットを発揮することを基本方針とします（規約 別紙１「資産運用の

対象及び方針 １. 資産運用の基本方針」）。 

（後略） 
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２ 投資方針 

  （１）投資方針 

   a.基本方針 

本投資法人は、「都市型商業不動産への投資」を基本コンセプトとし、主として優良な

オフィス（都市型業務施設）、繁華性の高い立地に位置する商業施設及び複合施設の建物

及びその敷地から構成される不動産等並びにこれらの不動産等を主たる投資対象とする資

産対応証券等(注)を投資対象とします。また、投資対象のリターンとリスクを考慮した上

で、東京だけではなく地方都市への分散投資を図り、ポートフォリオ運用のメリットを発

揮することを基本方針とします（規約 別紙１ 「資産運用の対象及び方針 １. 資産運用

の基本方針」）。なお、複合施設のうち、主たる用途が優良なオフィス（都市型業務施

設）である施設はオフィスとみなし、繁華性の高い立地に位置する主たる用途が商業施設

である施設は商業施設とみなして、後記「b．投資態度」に記載される基準を適用します。 

（後略） 

 

   b.投資態度 

   （イ）ポートフォリオ運用基準 

    ② 用途 

ⅰ）本投資法人は、主として優良なオフィス（都市型業務施設）、繁華性の高い立地

に位置する商業施設及び複合施設（当該オフィス、商業施設又は複合施設の建物の

賃借権、それらが立地する土地の賃借権及び地上権、並びにそれらが裏付け資産と

なっている有価証券及び信託の受益権その他の資産を含みます。）を投資対象とし

ます。それらの組入比率については、その時々の経済状況、不動産市況動向等を十

分に考慮した上で設定します（規約 別紙１「資産運用の対象及び方針 ３. 投資態

度 (1)」）。 

（後略） 

 

（2）変更の年月日 

平成25年９月11日 

 


